
　去る６月１１日から８月１０日までの間において、表彰候補の募集を行いました。�
　「環境博覧会すぎなみ２００７」にて行われる、すぎなみ環境賞表彰式に先立ち、環境に配慮している商品
や環境配慮に乏しいと思われる商品など表彰候補を展示し、区民の皆さんに投票していただきます。�
　なお、投票結果は、表彰者決定の参考とさせていただきます。�
　次の日程で行いますので、候補商品などをご覧いただき、投票をお願いします。�

【日　時】　９月１８日（火）～９月２８日（金）（区役所閉庁日を除く）　午前９時から午後５時�

【場　所】　杉並区役所中棟１階ロビー��
�

清掃管理課リサイクル推進係      　�
NPO法人すぎなみ環境ネットワーク  TEL 5347-2255�

問�

　すぎなみ環境賞とは、環境に配慮した行動の一層の普及を図るため、環境の保全
や回復、創造の分野において、顕著な活動や有用な技術開発などを行う個人・団体
等を表彰する杉並区独自の制度です。�
�
�

　集団回収は、区の清掃事業による資源回

収とは別に、町会・自治会、集合住宅、学校

PTA、近所の方々などで行うボランティア

回収です。�

　回収場所、日時を決めて、参加する方々

が家庭の資源を持ち寄り、回収業者に引き

渡します。区は、回収量に応じて１ｋｇあた

り６円の報奨金をお渡しし、活動を支援し

ています。�

集団回収は、地域の結び付きを強め、持ち

去り防止や区の資源回収コストの削減に

もつながります。�

　平成１９年１０月より一部制約がありますが、

２世帯からでも始められます。詳しくはリサ

イクル推進係又はNPO法人すぎなみ環境

ネットワーク（5347-2255）までご連絡

ください。�
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　資源持ち去り対策の一環として、地域に

根ざした集団回収団体（町会・自治会）で、

資源持ち去りパトロールを実施できる団

体を地区回収団体として募集します。（集

団回収団体の登録が必要）�

　地区回収団体は、資源持ち去りパトロー

ルを実施をすることにより、地区内の集積

所に出された資源を確保できるようになり

ます。�
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1　申　込　先　�
　清掃管理課リサイクル推進係�
�
2　募集開始日　�

　平成19年10月から�

※活動開始は、地区回収団体としての
登録が認められ次第となります。�
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清掃管理課ごみ減量推進係      　�
�

問�

ジ
ュ
ー
ス�

ジ
ュ
ー
ス�

世帯数が少なくても、集団回収をできま
すか？�
できます。�
集団回収は、２世帯からでもできます。
世帯数が少ない小規模団体だけでの
回収ルートを区が設定し、回収を行っ
ていただきます。�
�
どの程度回収すればいいのですか？�
応募状況にもよりますが、世帯数が少な
いところでは、１～３ヵ月に１回程度と回
収日を区が設定させていただきます。
また、最初は世帯数が少なくても、徐々
に増やしていくことで、回収量を増やし、
回収頻度も増やしていくことができます。�

いつから集団回収を始めることができま
すか？�
10月以降の募集状況にもよりますが、
12月から回収していただけるよう予
定しています。�
�
資源の回収業者の紹介、指定などはして
いますか？�
通常の集団回収の場合、集団回収団体
が回収業者を指定していますが、２世
帯から１０世帯未満の小規模団体は、回
収日を統一する必要から、区が指定し
た回収業者での回収をお願いするこ
とになります。�
�

古紙配合率100%、白色度70%再生紙と大豆油インキを使用しています。�
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新しいごみ・資源の分け方�

生ごみ　紙くず�
木くず　衣類等�

金属　　ガラス�
陶磁器等�

古紙　　びん�
缶�

プラスチック製容器包装�
ペットボトル�

不燃ごみ�

可燃ごみ�

資　　源�

プラスチック製品�
ゴム　皮革類�
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清掃管理課清掃計画係 �
杉並清掃事務所 TEL.3392-7281�
杉並清掃事務所方南支所 TEL.3323-4571�
�
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　ごみ集積所は、地域の皆さまの自主管理によ
って維持されており、集積所の位置や管理方法
などは利用者の話し合いにより決めていただい
ております。�
　収集曜日や時間に関係なくごみを出すことは、
管理する人や集積所周辺の方々の迷惑となり
ます。必ず、ルールを守ってごみを出しましょう。�
　なお、ルール違反がひどい場合は、排出者に
対し清掃事務所で指導・助言を行い、排出ルー
ルの徹底をお願いしています。�
�
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　杉並区推奨の「黄色いごみ袋」は、特殊な材料を使用してカラスの視

覚をかく乱し、人間には中身が見えてもカラスには見えないという不思

議な袋です。�

　この度、「小さくてこまめに使いやすいものが欲しい。」というご要望

にこたえて、新たに取っ手つきの１０　と２０　の袋が販売されることにな

りました。�

　区役所内売店「コミュかるショップ」のほか、区内のスーパーやドラッグ

ストア等で順次販売される予定です。�

　カラス被害にお困りの方はこの

機会にぜひお試しください。�

�

杉並清掃事務所管内�
成田東１～３丁目�

成田西１・２丁目�

松庵１～３丁目�

宮前４・５丁目�

三谷町会地区（青梅街道南側除く）�

今川３・４丁目�

桃井１～４丁目�

育英高専跡集合住宅�

方南支所管内�
和田１丁目�

高円寺北２丁目�

和泉４丁目�

浜田山３・４丁目�

モデル実施地区（既実施地区含む）�

�

●２０　の袋は従来の袋と色合いが異なります。�
●店舗によって取扱う商品は異なります。�

　平成20年度4月からの「ごみ分別変更」

区内全域実施をスムーズに進めるため、今

年10月から下記のモデル地区においてプラスチックなどのご

みの分別方法を変更します。�

　詳しくは9月末までに該当地区に配布するチラシや、区ホー

ムページまたは右記までお問い合わせください。�

※モデル収集の実施により、近隣地域を含めて収集時間が変更になる

場合があります。�
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清掃管理課清掃計画係 �
杉並清掃事務所 TEL.3392-7281�
杉並清掃事務所方南支所 TEL.3323-4571�
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